
潮位計で津波検知した場合の対応について 
 

10 ⽉ 14 ⽇の原⼦⼒規制員会において、潮位計で津波検知した場合に、プラント停
⽌、取⽔路防潮ゲート閉⽌が躊躇なく⾏われることの確認が必要との発⾔がありました。 

これに関して、9 ⽉ 11 ⽇のヒアリングにおいても、同様の議論・質疑がなされ、警報なし
津波への対応として、取⽔路防潮ゲートの閉⽌判断基準に該当した場合には、必ず、循
環⽔ポンプを停⽌（プラント停⽌）し、取⽔路防潮ゲートを閉⽌することを当社から回答し
ました。 

また、設置変更許可の添付資料⼋及び添付資料⼗においても、⼤津波警報が発表さ
れた場合は、「原則」、循環⽔ポンプを停⽌（プラント停⽌）し、取⽔路防潮ゲートを閉⽌
する旨を記載していることに対し、警報なし津波の場合には「原則」を記載しないことにより、
必ず循環⽔ポンプを停⽌（プラント停⽌）し、取⽔路防潮ゲートを閉⽌することを記載で
きていると考えています。 

 
別紙︓設置変更許可の再々補正申請書（10 ⽉ 5 ⽇）の添付資料⼋及び添付資料

⼗の抜粋 
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